
事 務 連 絡 

令和３年５月 13 日 

各局等 工事主管課長 殿 

財務局 建築保全部 技術管理課長     

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」 

の改訂について（参考送付） 

「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び設計等業務の対

応について」（令和３年４月26日付３財建技第50号）を通知し対応をお願いしているところですが、令

和２年12月25日に参考送付した国土交通省の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイ

ドライン（令和２年12月24日改訂版）」が「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラ

イン（令和３年５月12日改訂版）」に改訂されましたので、ご参考にお知らせします。 

なお、各局におかれましては受注者に周知していただき、引き続き新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止対策の徹底をお願いします。 

記

１ 添付書類 

 〇令和３年５月12日付事務連絡 

「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について 

 〇「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和３年５月12日改訂版）」 

２ 主な改定内容 

（１）フェイスシールド・マウスシールドについて 

・フェイスシールド・マウスシールドがマスクに比べて効果が低いこと等を踏まえて、記載を

変更（P５～７）（別添2-2） 

（２）設備や器具の消毒について 

・亜塩素酸水の有効性の記載を追加（P６） 



（３）就業制限の解除に関する取扱いの追加について 

・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解

除に関する取扱いについて」を踏まえて記載を追加（P13） 

（４）改正新型インフルエンザ等対策特別措置法について 

・令和３年２月13日に施行された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法においては、   

新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられたことを踏まえて記載を追加（P13） 

（５）別紙（リーフレット等）の追加 

別紙11～20：内閣官房「感染の再拡大防止特設サイト」掲載の周知用ポスター 

別紙22：日本語及び各国語版の「外国人の方に向けた感染拡大防止のための留意点」 

別紙23：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制

限の解除に関する取扱いについて」 

別紙24：「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取

扱い等の防止に関する規定の周知について 

担 当 

財務局 建築保全部 技術管理課 建築技術担当 （内27-641） 

土木技術担当 （内27-646） 



別紙１



別添



別紙２






































































































































































